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 第４章 都市機能誘導に関する事項 

本章では、都市機能誘導区域内において設定する誘導施設及び都市機能誘導区域について、

本市における設定方針を整理した上で、誘導施設及び都市機能誘導区域を設定します。 

１．都市機能配置の基本的な考え方  

・都市再生特別措置法第 81 条において、立地を誘導すべき都市機能増進施設とは、「医療施設、

福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉または利便のため必要な施設であっ

て、都市機能の増進に著しく寄与するもの」とされています。 

・国土交通省の手引きでは、都市機能ごとに立地が望まれる施設等を、下表のように例示していま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．本市での誘導施設の設定方針 

・本市での誘導施設の設定方針については、以下のとおりです。 

           本市での誘導施設設定の基本的な方針 

◆上記の手引きの考え方を踏まえつつ、各拠点の特性や都市機能の立地状況、更には公共施設

再編等の考え方を考慮した上で、福生市独自の誘導施設の位置付けを行っていきます。 

◆都市機能には、行政、介護福祉、子育て、商業、医療、金融、教育･文化など、様々な機能があり

ますが、各施設の役割によって、拠点に集まった方が良い施設と、分散していた方が良い施設が

あります。 

◆都市機能の配置検討に当たっては、各都市機能を、拠点利用圏への集積が望ましい施設（拠点

集積型）と、生活に身近なエリアにバランス良く配置することが望ましい施設（市内分散型）の２つ

に大別した上で検討を行います。

出典:立地適正化計画の手引き（国土交通省）(令和５年 11月改定) 
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【都市機能の配置】 

・前項に基づき、拠点ごとに都市機能を配置すると、下表のようになります。 

・具体的な施設の設定に当たっては、特に下表赤色の拠点集積型の施設について、現状の立地状 

況や施設の配置基準、更には公共施設再編等の考え方を考慮した上で、誘導施設を設定してい 

きます。 

拠点集積型       市内分散型 

都市機能 

配置区分 

拠点集積型 

市内 

分散型 
福生駅周辺を中心と 

する拠点 
拝島・牛浜・熊川・東福生

駅周辺を中心とする拠点 

市内に１つあれば充足さ

れ、非日常の都市機能等

について、多くの市民や

来訪者に質の高いサー

ビスを提供する観点か

ら、当該拠点への誘導を

図る 

主に周辺地域を対象とした日

常生活の利便性の維持・向上

を図る観点から、当該拠点へ

の誘導を図る 

左記拠点を含め市

内各所に分散して

いる状況が望ましい

施設については、

拠点のみへの誘導

は行わない 

行
政

機
能 

市役所（本庁舎）、保健

センター 
   

介
護
福
祉 

機
能 

介護施設（短期入所・介護 

老人福祉施設等・通所型・ 

訪問型） 
   

地域包括支援センター    

子
育
て 

機
能 

保育園・幼稚園、 

児童館 
   

子育て支援施設    

商
業
機
能 

大型商業施設    

スーパーマーケット    

コンビニエンスストア、 

ドラッグストア 
   

医
療 

機
能 

災害拠点病院    

病院・診療所(小児科･ 

内科･外科を含む) 
   

金
融 

機
能 

銀行・郵便局等（有人 

窓口） 
   

銀行･コンビニ（ATM）    

教
育
・文
化 

機
能 

文化発信・交流施設、
知的空間創造施設、 
スポーツアクティビティ
施設 

   

公民館、図書館、 
体育館    
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【誘導施設候補の現在の立地状況】 

・都市機能集積状況の確認に当たって目安となる範囲を、以下のように設定します。 

 

【拠点ごとの誘導施設候補の立地状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象エリア 把握する範囲 設定の考え方 

福生駅周辺を 

中心とする拠点 
駅から半径 500ｍ 

◆国土交通省のハンドブックにおける一般的な徒歩圏は半

径 800ｍとされていますが、既にコンパクトな市街地が形

成されていることや、施設利用者の高齢化が更に進行す

ることを鑑み、より駅に近い場所での施設立地を目指す

観点から、半径 500ｍ(ハンドブックにおける高齢者徒歩

圏)を採用します。 

拝島･牛浜･熊川･

東福生駅周辺を

中心とする拠点 

駅から半径 300ｍ 

◆福生駅周辺を中心とする拠点に比べて、より地域生活に 

密着しているという観点や、用途地域における市街地形 

成を考慮し、半径 300ｍ(ハンドブックにおけるバス停留所 

徒歩圏)を採用します。 

誘導施設候補 
件

数 

行政機能 

市役所(本庁舎) 1 

保健センター ― 

子育て機能 

子育て支援施設 ― 

商業機能 

大型商業施設 1 

スーパーマーケット 1 

医療機能 

災害拠点病院 1 

金融機能 

銀行･郵便局等 

(有人窓口) 
9 

教育･文化機能 

文化発信・交流施設 ― 

知的空間創造施設 ― 

スポーツアクティビティ

施設 
― 

福生駅周辺を中心とする拠点 

※半径 500ｍ圏内 

※災害拠点病院

は、建物は半
径 500ｍ圏内
に含まれる 
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誘導施設候補 件数 

商業機能 

スーパーマーケット ― 

金融機能 

銀行･郵便局等 

(有人窓口) 

1 

(市外 1) 

誘導施設候補 
件

数 

商業機能 

スーパーマーケット １ 

金融機能 

銀行･郵便局等(有人窓口) 2 

拝島駅周辺を中心とする拠点 

牛浜駅周辺を中心とする拠点 

※半径 300ｍ圏内 

※半径 300ｍ圏内 
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誘導施設候補 
件

数 

商業機能 

スーパーマーケット ― 

金融機能 

銀行･郵便局等(有人窓口) ― 

誘導施設候補 
件

数 

商業機能 

スーパーマーケット 1 

金融機能 

銀行･郵便局等(有人窓口) 1 

熊川駅周辺を中心とする拠点 

東福生駅周辺を中心とする拠点 

※半径 300ｍ圏内 

※半径 300ｍ圏内 
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【誘導施設の設定方針】 

・下記の誘導施設の設定方針に基づき、誘導施設候補の立地状況等を確認した上で、拠点ごとに誘導施設を整理すると下表のようになります。 

分 類 福生駅周辺を中心とする拠点 拝島駅周辺を中心とする拠点 牛浜駅周辺を中心とする拠点 熊川駅周辺を中心とする拠点 東福生駅周辺を中心とする拠点 左記の拠点も含む 

都
市
機
能
の
立
地
状
況 

行
政
機
能 

市役所(本庁舎)       

保健センター       

介
護
福
祉
機
能 

短期入所介護施設       

介護老人福祉施設等       

通所型介護施設       

訪問型介護施設       

地域包括支援センター       
子
育
て
機
能 

保育園・幼稚園       
児童館       

子育て支援施設       

商
業
機
能 

大型商業施設       

スーパーマーケット       
コンビニエンスストア       

ドラッグストア       
医
療
機
能 

災害拠点病院       

病院･診療所       
金
融
機
能 

銀行・郵便局等(有人窓口)       
銀行･コンビニ(ATM)       

教
育･

文
化
機
能 

文化発信・交流施設       
知的空間創造施設       

スポーツアクティビティ施設       

公民館 
図書館 
体育館 

      

 

（市内全域をカバー） 

 

市役所(本庁舎) 

保健センター 

短期入所介護施設 

誘導施設の設定方針 

◆拠点内に立地している誘導施設候補 → 将来にわたり維持すべき都市機能として誘導施設に位置付けます 

◆拠点内に不足している誘導施設候補 → 新たに誘導すべき都市機能として誘導施設に位置付けます 

◆拠点集積型施設として区分したが、現在拠点外に立地している誘導施設候補 → 今後建替等の際に誘導すべき施設として誘導施設に位置付けます 

   現在拠点内に立地しており、今後維持していく施設          

今後新たに誘導を検討する施設 

拠点集積型施設だが、現在拠点外に立地している施設(建替に合わせ集約を検討)     

 

誘導施設として設定 

拠点だけでなく市内各所への分散配置が望ましい施設 

誘導施設に設定しない 

（市内全域をカバー） 

短期入所介護施設 

 
介護老人福祉施設等 

 
通所型介護施設 

 
訪問型介護施設 

口 

口 
（市内全域をカバー） 

 

 スーパーマーケット 

 災害拠点病院 （市内全域をカバー） 

 銀行･郵便局等(有人窓口) 

口 
文化発信・交流施設 （市内全域をカバー） 

口 

 銀行･郵便局等(有人窓口)  銀行･郵便局等(有人窓口)  銀行･郵便局等(有人窓口)  銀行･郵便局等(有人窓口) 

 スーパーマーケット  スーパーマーケット  スーパーマーケット  スーパーマーケット 

 
保育園･幼稚園 

 
児童館 

 
コンビニエンスストア 

 
ドラッグストア 

 
銀行･コンビニ(ATM) 

 

 
病院･診療所 

子育て支援施設 

大型商業施設 

知的空間創造施設 

スポーツアクティビティ施設 

 
地域包括支援センター 
 

（市内全域をカバー） 

（市内全域をカバー） 

公民館 
図書館 
体育館 
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３．拠点ごとの誘導施設の設定 

・拠点ごとの誘導施設は下表のとおりです。 

 

拠点 機能 誘導施設 

福生駅周辺を中心とする拠点 

行政機能 
◆市役所(本庁舎) 

◆保健センター 

子育て機能 ◆子育て支援施設 

商業機能 
◆大型商業施設 

◆スーパーマーケット 

医療機能 ◆災害拠点病院 

金融機能 ◆銀行･郵便局等(有人窓口) 

教育･文化機能 

◆文化発信・交流施設 

◆知的空間創造施設 

◆スポーツアクティビティ施設 

拝島駅周辺を中心とする拠点 
商業機能 ◆スーパーマーケット 

金融機能 ◆銀行･郵便局等(有人窓口) 

牛浜駅周辺を中心とする拠点 
商業機能 ◆スーパーマーケット 

金融機能 ◆銀行･郵便局等(有人窓口) 

熊川駅周辺を中心とする拠点 
商業機能 ◆スーパーマーケット 

金融機能 ◆銀行･郵便局等(有人窓口) 

東福生駅周辺を中心とする拠点 
商業機能 ◆スーパーマーケット 

金融機能 ◆銀行･郵便局等(有人窓口) 
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４．都市機能誘導区域設定の基本的な考え方 

・都市機能誘導区域とは、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し 

集約することにより、各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 

・国土交通省の手引き等に記載のある都市機能誘導区域設定の考え方は、以下のとおりです。 

 

【望ましい姿】 

◆各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊することが可

能で、かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地利用の実態などに照らし、

地域としての一体性を有している区域 

【定めることが考えられる区域】 

◆都市の拠点となるべき区域 

◆鉄道駅に近い業務、商業等が集積する地域など、都市機能が一定程度充実している区域 

◆周辺からの公共交通によるアクセス利便性が高い区域 

 

５．本市での都市機能誘導区域設定の基本的な方針  

・上記の考え方を踏まえ、本市での都市機能誘導区域設定の基本的な方針については、以下の 

とおりです。 

 

         本市での都市機能誘導区域設定の基本的な方針 

◆都市計画マスタープランの将来都市構造の拠点を基に検討を行います。 

◆本市では、福生駅を中心とした鉄道駅周辺が市全体の活力を支える核となる中心的な役割を担

っています。そのため、都市機能誘導区域の設定に当たっては、「福生駅周辺を中心とする拠点」

と、「拝島・牛浜・熊川・東福生駅周辺を中心とする拠点」の機能強化を図ることを主眼においた

区域の設定を行うこととします。 

◆また、都市機能誘導区域外についても、指定されている用途地域の運用に準拠しながら都市機

能を配置することで、市域全体の利便性向上を図ります。 
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６．拠点ごとの都市機能誘導区域の設定基準 
 

 

 

 

 

対象範囲 都市機能誘導区域の設定基準 

全体 

◆誘導施設が建築可能な用途地域の指定状況(路線式も含む)を基に区域設定

を行う。 

◆路線式用途地域を除き、街区･線路･水路などで区切ることを原則とする。 

◆区域の形は可能な限り整形になるよう調整する。 

福生駅周辺を 

中心とする拠点 

◆駅から半径 500ｍ※1を基本に区域設定を行う。 

◆誘導施設の建築可能な用途地域として近隣商業地域･商業地域･準工業地域

での設定を原則とする。 

 ただし、以下の区域は上記の基準に関わらず区域に含めるものとする。 

◇第 1小学校から松林通りまでの区域 

  ⇒第一種中高層住居専用地域であるが、福生駅に近く、区域から除外するこ 

とで全体の整形性を著しく損なうため。 

 ◇立川バス福生営業所とその周辺 

  ⇒半径 500ｍの線が跨る区域であるが、大規模な一団の土地として将来的な 

活用可能性があるため。 

 ◇福生病院とその周辺 

  ⇒第一種中高層住居専用地域であるが、誘導施設として災害拠点病院を設 

定しており、既存施設として福生病院が該当するため。 

 ◇東町土地区画整理地区内 

  ⇒第一種住居地域であるが、福生駅に近く、区画整理による都市基盤が整備 

済みであるため。 

拝島･牛浜･熊川･

東福生駅周辺を

中心とする拠点 

◆駅から半径 300ｍ※2を基本に区域設定を行う。 

◆誘導施設の建築可能な用途地域として第一種中高層住居専用地域･第二種

中高層住居専用地域･第一種住居地域･第二種住居地域･近隣商業地域･商

業地域･準工業地域での設定を原則とする。 

 ただし、以下の区域は上記の基準に関わらず区域に含めるものとする。 

◇東福生駅周辺の第二種低層住居専用地域 

  ⇒東福生駅に近く、区域から除外することで全体の整形性を著しく損なうた

め。 

 ◇熊川駅周辺の第一種低層住居専用地域 

  ⇒熊川駅に近く、区域から除外することで全体の整形性を著しく損なうため。 

※1 国土交通省のハンドブックにおける一般的な徒歩圏は半径 800ｍとされているが、福生市においては既にコンパクトな市街地が形成されて

いることや、施設利用者の高齢化が更に進行することを鑑み、より駅に近い場所での施設立地を目指すという観点から、ハンドブックにお

ける高齢者徒歩圏を採用。 

※2 福生駅周辺を中心とする拠点と比べて、より地域生活に密着しているという観点や、用途地域における市街地形成を考慮し、ハンドブック

におけるバス停徒歩圏域を採用。 
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７．拠点ごとの都市機能誘導区域の設定 

 

◆都市機能誘導区域の全体図については、下図のとおりです。 
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◆各拠点の都市機能誘導区域については、下図のとおりです。 

 

福生駅周辺を中心とする拠点 

都市機能誘導区域面積 約54.9ha 
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拝島駅周辺を中心とする拠点 

都市機能誘導区域面積 約9.3ha 
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牛浜駅周辺を中心とする拠点 

都市機能誘導区域面積 約23.8ha 
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熊川駅周辺を中心とする拠点 

都市機能誘導区域面積 約9.8ha 
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東福生駅周辺を中心とする拠点 

都市機能誘導区域面積 約11.7ha 
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８．都市機能を誘導するための届出・勧告 

・市が都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動向を把握するため、以下の行為を行おう 

とする場合には、原則として市への届出が義務付けられています。 

・この届出は、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備状況を把握するために行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ◆上記開発行為等に着手する 30日前までに届出を行うこととされています。 

 

 

 

届出の対象となる行為 

届出を行う時期 

【国土交通省が示す届出・勧告制度の概要】 


